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出席停止の取り扱いについてのお知らせ 

  

平素は、学校教育推進にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

さて、新型コロナウイルス感染症に対して、大阪市立学校園では、幼児・児童・生徒に対して

感染症予防の指導を強化しております。 

先日、お知らせしました「出席停止」の取り扱いについて変更がございますで、改めてお知ら

せします。以下に該当する場合は、学校に電話でご連絡いただくと共に、ご家族でのお子様の看

護をお願いいたします。 

 

（１） 児童本人が、感染したことが判明または感染の疑いにより PCR 検査

を受検することになった場合 
【出席停止期間】  

① 感染の場合      

開始日：感染の判明した日   

終了日：専門医が登校を許可するまで 

 

（２） 児童本人が、保健所等から濃厚接触者と認定された場合 

【出席停止期間】 

開始日：濃厚接触者と認定された日（同居家族の感染判明日） 

終了日：症状が出なければ、保健所等に指示された期間（目安は２週間） 

       ⇒期間中に感染が判明すれば、「①感染の場合」の期間へ 

       ⇒検査で本人が陰性と判明すれば、保健所等の指示する期間 

 

（３）児童の同居家族が、保健所等から濃厚接触者と認定された場合 

区保健福祉センター等、関係機関と相談のうえ、出席停止とするか、期間も含め 

個別に対応 

⇒感染が判明、本人が濃厚接触者と認定されれば「（２）」へ 

 

 

（３）児童に発熱等のかぜ症状がみられる場合 

   

 

 

【出席停止期間】 

   本人に発熱等の風邪症状がある場合   

     開始日：症状のでた日      

終了日：解熱剤などを服用せずに快癒すれば、その翌々日 

  ●解熱剤などを服薬せず解熱した場合 

 ０日目 １日目（翌日） ２日目（翌々日）   

発熱 

（発症） 

 

発熱 

昼に解熱（平熱） 

服用なし 

平熱 

（自宅休養） 

平熱 

（自宅休養） 
登校 OK 

 

  ●解熱剤を服用した場合 

 

（４）児童の同居家族が、PCR 検査を受検することとなった場合 

（改めて変更された内容） 
 ※以前は、「児童の同居家族が、≪新型コロナ受診相談センターに相談するめやす≫に該当す

る症状がみられる場合」としていましたが、変更となります。 

 

※≪新型コロナ受診相談センターへ相談するめやす≫ 

 

 

 

 

 

 

（６月２４日より、健康観察表の下部に、同居家族に関して PCR 検査受診の状況を記入する欄が

追加されています。２４日以降はそちらをご使用ください。） 

※学校で、発熱等の症状がみられた場合は、すぐに保護者の方にお迎えをお願いすることになり

ます。電話連絡がすぐにつくようにご協力よろしくお願いいたします。 

  ０日目 １日目（翌日） ２日目（翌々日）  

発熱 

（発症） 

服用あり 

発熱 

昼に解熱 

服用あり 

平熱 平熱 

（自宅休養） 

平熱 

（自宅休養） 
登校 OK 

◎児童生徒に次のいずれかに該当する症状が確認された場合には、「新型コロナ受診相談センタ

ー」へご相談してください。（電話番号：０６－６６４７－０６４１） 

・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）、高熱がある 

・かぜの症状や発熱が続いている（解熱剤を飲み続けなければならない時を含む） 

基礎疾患等のある方は、症状があれば速やかに。 

 微熱（普段の体温より高い状態）・発熱（体温が 37.5 度前後より高い状態）以外に、咳・

呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、におい・味がしない、頭痛、関節・筋肉痛、

腹痛、下痢、嘔気・嘔吐等、平常と異なる体調がみられる場合など 

 


